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(57)【要約】
【課題】ユーザの感性を高精度且つ効率的に推測する。
【解決手段】ユーザが使用する感性評価対象物の使用中
及び使用後の感性を推測する感性推測装置において、予
め設定された階層型ニューラルネットワークのスケルト
ン学習法を用いて、複数の感性項目に対する所定の総合
評価を得る嗜好特性パターン毎に分類を行う嗜好特性パ
ターン抽出手段を有することにより、上記課題を解決す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが使用する感性評価対象物の使用中及び使用後の感性を推測する感性推測装置に
おいて、
　予め設定された階層型ニューラルネットワークのスケルトン学習法を用いて、複数の感
性項目に対する所定の総合評価を得る嗜好特性パターン毎に分類を行う嗜好特性パターン
抽出手段を有することを特徴とする感性推測装置。
【請求項２】
　前記感性評価対象物に対する基剤物性情報を入力する入力手段と、
　前記複数の感性項目を用いて前記ユーザの前記感性評価対象物に対する感性を階層化す
る階層構造推定手段と、
　前記入力手段により得られる基剤物性情報と、前記階層構造推定手段により得られる階
層構造とに基づいて、前記嗜好特性パターン抽出手段により得られた分類に対する前記感
性評価対象物への感性を推測する感性推測手段とを有することを特徴とする請求項１に記
載の感性推測装置。
【請求項３】
　前記感性推測手段により得られる感性推測結果を、予め設定された評価指標に対応させ
て感性を評価する感性評価手段を有することを特徴とする請求項２に記載の感性推測装置
。
【請求項４】
　前記嗜好特性パターン抽出手段により抽出された内容、前記階層構造推定手段により得
られる推定結果、及び感性推測手段により得られる感性推測結果のうち、少なくとも１つ
を表示手段に表示するための画面を生成する画面生成手段を有することを特徴とする請求
項２又は３に記載の感性推測装置。
【請求項５】
　ユーザが使用する感性評価対象物の使用中及び使用後の感性を推測するための感性推測
方法において、
　予め設定された階層型ニューラルネットワークのスケルトン学習法を用いて、複数の感
性項目に対する所定の総合評価を得る嗜好特性パターン毎に分類を行う嗜好特性パターン
抽出ステップを有することを特徴とする感性推測方法。
【請求項６】
　前記感性評価対象物に対する基剤物性情報を入力する入力ステップと、
　前記複数の感性項目を用いて前記ユーザの前記感性評価対象物に対する感性を階層化す
る階層構造推定ステップと、
　前記入力手段により得られる基剤物性情報と、前記階層構造推定ステップにより得られ
る階層構造とに基づいて、前記嗜好特性パターン抽出ステップにより得られた分類に対す
る前記感性評価対象物への感性を推測する感性推測ステップとを有することを特徴とする
請求項５に記載の感性推測方法。
【請求項７】
　前記感性推測ステップにより得られる感性推測結果を、予め設定された評価指標に対応
させて感性を評価する感性評価ステップを有することを特徴とする請求項６に記載の感性
推測方法。
【請求項８】
　前記嗜好特性パターン抽出ステップにより抽出された内容、前記階層構造推定ステップ
により得られる推定結果、及び感性推測ステップにより得られる感性推測結果のうち、少
なくとも１つを表示手段に表示するための画面を生成する画面生成ステップを有すること
を特徴とする請求項６又は７に記載の感性推測方法。
【請求項９】
　コンピュータを、請求項１乃至４の何れか１項に記載の感性推測装置として機能させる
ことを特徴とする感性推測プログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、感性推測装置、感性推測方法、及び感性推測プログラムに係り、特にユーザ
の感性を高精度且つ効率的に推測するための感性推測装置、感性推測方法、及び感性推測
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、皮膚に塗布する化粧品や医薬品（皮膚外用剤）等における使用性等の感性評価で
は、例えば化粧品等を皮膚等に塗布する前段階での評価については、例えば基剤の粘度や
転がり摩擦等による基剤評価を行っていた。また、化粧品等を皮膚等に塗布中及び塗布後
の評価については、例えば予め設定された感性ワード（例えば、さっぱり、しっとり、べ
たつき、浸透感等）を用いて、専門パネラー等による評価やアンケートによって消費者テ
スト等を行い、その結果から感性評価等を行っていた。
【０００３】
　なお、上述したようにアンケートにより収集された回答項目から作成された評価データ
に基づいて学習型のニューラルネットにより評価データに基づいて感性評価分析を行う手
法が開示されている（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平５－１０８６０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、感性に対する嗜好や感度には個人差があり、例えば一般消費者においては、
使用感の微差までわかるユーザや使用感の微差を感じないユーザ等が存在する。しかしな
がら、上述した従来技術における個人差等については、通常、属性（年代等）で分類する
のみであるため、感性の個人差に対する関連性が少なく、適切な調整が行われていなかっ
た。そのため、感性評価の精度向上のためには、何らかの対策が必要となる。
【０００６】
　また、感性にも複数の階層があると考えられ、例えば「浅い感性」又は「深い感性」等
の各階層のうち、例えば１つの深い感性に対する感じ方にも個人差があるため、「浅い感
性」と「深い感性」の解明が必要である。なお、「浅い感性」とは、例えば皮膚の感覚器
で直接感じる感性（例えば、しっとり、つるつる等）等を示し、「深い感性」とは、例え
ば複合的に判断される感性(例えば、浸透感、はり感等)等を示している。しかしながら、
従来では、多数のアンケート項目が横並びで解析されるだけであり、これも解析精度の向
上のために何らかの対策が必要である。
【０００７】
　また、精度よく感性評価を数値化するために必要な検討項目としては、例えば感性評価
の個人差を抽出し、感性の階層構造を反映し、基剤物性に変換できる感性項目を抽出する
こと等があるが、従来のアンケート評価手法では、上述した内容を適切に収集できるアン
ケート手法が存在していない。なお、上述した感性の階層構造とは、例えば「浅い感性」
と「深い感性」等の複数の感性が関連性を持って階層的に構造されている形態を示す。
【０００８】
　つまり、従来では、多数のアンケート項目が横並びで解析されていたため、「浅い感性
」及び「深い感性」等のような階層的な構造に伴う評価が反映できなかった。
【０００９】
　また、従来では、基剤物性と感性の相関関係を体型的に見出せていないため、処方開発
時等は、担当者の経験や勘に頼るしかなく、ユーザの感性を高精度且つ効率的に推測する
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ための手法は存在していなかった。
【００１０】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであって、ユーザ（顧客）の感性を高精
度且つ効率的に推測するための感性推測装置、感性推測方法、及び感性推測プログラムを
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決するために、本件発明は、以下の特徴を有する課題を解決するため
の手段を採用している。
【００１２】
　請求項１に記載された発明は、ユーザが使用する感性評価対象物の使用中及び使用後の
感性を推測する感性推測装置において、予め設定された階層型ニューラルネットワークの
スケルトン学習法を用いて、複数の感性項目に対する所定の総合評価を得る嗜好特性パタ
ーン毎に分類を行う嗜好特性パターン抽出手段を有することを特徴とする。
【００１３】
　請求項１記載の発明によれば、非線形型であるニューラルネットワークを用いることに
より、物理モデルがない感性に対する推測を有効に行うことができる。また、総合評価に
影響を与える入力の感性評価のユーザ毎の個人差を反映して高精度に感性推測を行うこと
ができる。
【００１４】
　請求項２に記載された発明は、前記感性評価対象物に対する基剤物性情報を入力する入
力手段と、前記複数の感性項目を用いて前記ユーザの前記感性評価対象物に対する感性を
階層化する階層構造推定手段と、前記入力手段により得られる基剤物性情報と、前記階層
構造推定手段により得られる階層構造とに基づいて、前記嗜好特性パターン抽出手段によ
り得られた分類に対する前記感性評価対象物への感性を推測する感性推測手段とを有する
ことを特徴とする。
【００１５】
　請求項２記載の発明によれば、基剤物性情報から一般消費者であるユーザの感性を高精
度且つ効率的に推測することができる。
【００１６】
　請求項３に記載された発明は、前記感性推測手段により得られる感性推測結果を、予め
設定された評価指標に対応させて感性を評価する感性評価手段を有することを特徴とする
。
【００１７】
　請求項３記載の発明によれば、ユーザの感性を数値化や所定の文字等の指標により評価
することにより、評価結果を容易に把握することができる。
【００１８】
　請求項４に記載された発明は、前記嗜好特性パターン抽出手段により抽出された内容、
前記階層構造推定手段により得られる推定結果、及び感性推測手段により得られる感性推
測結果のうち、少なくとも１つを表示手段に表示するための画面を生成する画面生成手段
を有することを特徴とする。
【００１９】
　請求項４記載の発明によれば、各種実行内容を容易に把握することができる。
【００２０】
　請求項５に記載された発明は、ユーザが使用する感性評価対象物の使用中及び使用後の
感性を推測するための感性推測方法において、予め設定された階層型ニューラルネットワ
ークのスケルトン学習法を用いて、複数の感性項目に対する所定の総合評価を得る嗜好特
性パターン毎に分類を行う嗜好特性パターン抽出ステップを有することを特徴とする。
【００２１】
　請求項５記載の発明によれば、非線形型であるニューラルネットワークを用いることに
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より、物理モデルがない感性に対する推測を有効に行うことができる。また、総合評価に
影響を与える入力の感性評価のユーザ毎の個人差を反映して高精度に感性推測を行うこと
ができる。
【００２２】
　請求項６に記載された発明は、前記感性評価対象物に対する基剤物性情報を入力する入
力ステップと、前記複数の感性項目を用いて前記ユーザの前記感性評価対象物に対する感
性を階層化する階層構造推定ステップと、前記入力手段により得られる基剤物性情報と、
前記階層構造推定ステップにより得られる階層構造とに基づいて、前記嗜好特性パターン
抽出ステップにより得られた分類に対する前記感性評価対象物への感性を推測する感性推
測ステップとを有することを特徴とする。
【００２３】
　請求項６記載の発明によれば、基剤物性情報から一般消費者であるユーザの感性を高精
度且つ効率的に推測することができる。
【００２４】
　請求項７に記載された発明は、前記感性推測ステップにより得られる感性推測結果を、
予め設定された評価指標に対応させて感性を評価する感性評価ステップを有することを特
徴とする。
【００２５】
　請求項７記載の発明によれば、ユーザの感性を数値化や所定の文字等の指標により評価
することにより、評価結果を容易に把握することができる。
【００２６】
　請求項８に記載された発明は、前記嗜好特性パターン抽出ステップにより抽出された内
容、前記階層構造推定ステップにより得られる推定結果、及び感性推測ステップにより得
られる感性推測結果のうち、少なくとも１つを表示手段に表示するための画面を生成する
画面生成ステップを有することを特徴とする。
【００２７】
　請求項８記載の発明によれば、各種実行内容を容易に把握することができる。
【００２８】
　請求項９に記載された発明は、コンピュータを、請求項１乃至４の何れか１項に記載の
感性推測装置として機能させることを特徴とする感性推測プログラムである。
【００２９】
　請求項９記載の発明によれば、非線形型であるニューラルネットワークを用いることに
より、物理モデルがない感性に対する推測を有効に行うことができる。また、総合評価に
影響を与える入力の感性評価のユーザ毎の個人差を反映して高精度に感性推測を行うこと
ができる。また、プログラムをインストールすることにより、汎用のパーソナルコンピュ
ータ等で本発明における感性推測処理を容易に実現することができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、ユーザ（顧客）の感性を高精度且つ効率的に推測することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本実施形態における感性推測装置の機能構成の一例を示す図である。
【図２】本実施形態における感性推測処理が実現可能なハードウェア構成の一例を示す図
である。
【図３】本実施形態における感性評価対象物塗布後の感性推測処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図４】本実施形態における感性推測処理の概要を説明するための図である。
【図５】本実施形態における感性評価に必要な観点を説明するための図である。
【図６】本実施形態における階層型ニューラルネットワークを用いた関連付け手法を説明
するための図である。
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【図７】本実施形態における分類分けについて具体的に説明するための図である。
【図８】分類分けされた結果の一例を示す図である。
【図９】図８に示す分類結果を表にしたものである。
【図１０】本実施形態における階層構造推定手法を説明するための図である。
【図１１】解析結果の一例を示す図である。
【図１２】上位２グループにおける浸透感に影響する感性項目の一例を示している。
【図１３】基剤物性と浅い感性との相関関係を説明するための図である。
【図１４】基剤物性値と感性評価値との関係の一例を示す図である。
【図１５】本実施形態における生成画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　＜本発明について＞
　本発明は、皮膚に塗布する化粧品や医薬品（皮膚外用剤）等の感性評価対象物における
使用性等の感性評価において、処方や製品の物性やユーザ（一般消費者）に対するアンケ
ート結果を予め解析することにより、ユーザが感性評価対象物を使用した時の感性を推測
するシステムを提供する。
【００３３】
　このとき、本発明では、例えば非線形処理を用いて物性値と感性との関連性を推定する
ため、ニューラルネットワーク等を用いて処方・感性評価対象製品等に対する物性からユ
ーザが実感する使用性（感性）を予測する。
【００３４】
　なお、通常、触感を対象とした感性評価には、個人差が大きい。そのため、本発明では
、ユーザを、例えばスケルトン学習法を用いたグループ分類法により嗜好特性別に分類し
、感性の階層構造と関連付けて感性推測に利用する。
【００３５】
　なお、上述した嗜好特性とは、例えばユーザにおいては、使用感の微差がわかる人や使
用感の微差を感じない人等が存在するため、感性に対する嗜好や感度の個人差（嗜好特性
）に応じたグループ分類を行う。これにより、個人差を反映して感性推測精度を向上させ
ることができる。
【００３６】
　また、本発明では、上述した感性の階層構造を評価に反映させる。具体的には、感性の
階層構造として複数の異なる感性項目（例えば、「浅い感性」、「深い感性」等）を階層
的に関連付ける。また、１つの「深い感性」に対する感じ方にも個人差があるため、上述
したように、嗜好特性別に感性の階層構造を解明し、「浅い感性」と「深い感性」を明確
化する。更に、本発明では、基剤物性情報等からユーザが感性評価対象物を使用した時の
感性を推測できるようにする。なお、本発明における感性項目は、例えばユーザが使用す
る感性評価対象物等に応じて予め複数設定しておくことができる。また、感性項目は、「
浅い感性」、「深い感性」等の名称に限定されるものではなく、所定の数値やパラメータ
等を用いて任意に設定することができる。
【００３７】
　以下に、本発明における感性推測装置、感性推測方法、及び感性推測プログラムを好適
に実施した形態について、図面を用いて説明する。なお、以下に示す実施形態では、感性
評価対象物の一例として皮膚に塗布する化粧品を用いるが、本発明においてはこれに限定
されるものではない。
【００３８】
　＜感性推測装置：機能構成例＞
　本実施形態における感性推測装置の機能構成例について図を用いて説明する。図１は、
本実施形態における感性推測装置の機能構成の一例を示す図である。図１に示す感性推測
装置１０は、入力手段１１と、出力手段１２と、蓄積手段１３と、嗜好特性パターン抽出
手段１４と、階層構造推定手段１５と、感性推測手段１６と、感性評価手段１７と、画面
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生成手段１８と、送受信手段１９と、制御手段２０とを有するよう構成されている。
【００３９】
　入力手段１１は、予め設定された基剤物性情報を入力したり、化粧品等を使用するユー
ザ等を所定の条件等に基づいて嗜好特性パターンを抽出する嗜好特性パターン抽出指示や
、階層構造を推定する階層構造推定指示、感性を推測する感性推測指示、最終的に感性を
評価する感性評価指示、画面生成指示、送受信指示等の各種指示の入力を受け付ける。な
お、入力手段１１は、例えばキーボードや、マウス等のポインティングデバイス等からな
る。
【００４０】
　なお、本実施形態における基剤物性情報とは、例えば静的特性であれば、粘度や接触角
等であり、動的特性であれば、転がり摩擦や表面摩擦等である。
【００４１】
　更に、転がり摩擦であれば、仕上がり後の平均値や乾き際のピーク値等の所定の条件に
対してそれぞれの物性値を入力することができ、摩擦係数についても仕上がり後の平均値
や乾き際のピーク値、塗布直後の平均値等の所定の条件に対してそれぞれの物性値を入力
することができる。なお、入力手段１１により入力される基剤物性情報値は、既存の測定
装置等から得られる値を入力してもよく、感性推測処理の実行者等により手入力してもよ
い。
【００４２】
　また、入力手段１１は、外部装置等により基剤物性値の各種データを入力したり、設定
された後述するニューラルネットワークの学習データ等を入力することもできる。
【００４３】
　出力手段１２は、入力手段１１により入力された内容や、入力内容に基づいて実行され
た内容等の表示・出力等を行う。なお、出力手段１２は、ディスプレイやスピーカ等から
なる。更に、出力手段１２は、プリンタ等の機能を有していてもよく、その場合には画面
生成手段１８により生成される画面の内容等を、紙等の印刷媒体に印刷してユーザ等に提
示することもできる。
【００４４】
　蓄積手段１３は、予め設定された各種の基剤物性情報や、本実施形態にて使用されるニ
ューラルネットワークの各種データ、嗜好特性パターン抽出結果、階層構造推定結果、感
性推測結果、感性評価結果、生成された画面等の各種データを蓄積する。
【００４５】
　また、蓄積手段１３は、送受信手段１９により取得される上述した各種情報等も蓄積す
る。更に、蓄積手段１３は、必要に応じて蓄積されている各種データを読み出すことがで
きる。
【００４６】
　嗜好特性パターン抽出手段１４は、予め設定される感性の個人差（嗜好特性）に応じて
、複数ユーザのグループ分類を行う。具体的には、嗜好特性パターン抽出手段１４は、ユ
ーザの嗜好特性パターン別に分類し、例えば「浅い感性」と「深い感性」の階層構造別、
又は感性評価と総合評価の関連性別等にユーザを分類する。なお、嗜好特性パターン抽出
手段１４における分類手法の詳細については、後述する。
【００４７】
　階層構造推定手段１５は、例えば化粧品等をユーザに塗布した場合に得られる予め設定
された感性項目と総合評価結果との関係を複数の階層により階層化する。具体的には、階
層構造推定手段１５は、例えば階層型ニューラルネットワーク等を用いて、予め設定され
た塗布直後における複数の感性項目を入力ノードとし、総合評価点を出力ノードとしたニ
ューラルネットワークを構築する。
【００４８】
　このように、嗜好特性パターン別に感性の階層構造の解明を実施することで、例えば、
「浅い感性」及び「深い感性」のような複数の階層の構造を明確化することができ、１つ
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の「深い感性」に対する感じ方の個人差を明確にし、感性評価精度を向上させることがで
きる。なお、本実施形態では、例えば上述した「浅い感性」及び「深い感性」のような２
階層のみの表現にすることにより、人の感性評価の過程をシンプルに表現することができ
るが、本発明における階層数については、これに限定されるものではない。階層構造推定
手段１５における階層構造推定手法の詳細については、後述する。
【００４９】
　感性推測手段１６は、物性値から感性を推定する。例えば、通常「浅い感性」は、例え
ばしっとり、つるつる等、皮膚の感覚器で直接感じるものであるため、基剤物性値に変換
しやすい。そこで、感性推測手段１６は、階層構造推定手段１５により得られる結果等の
予め設定される条件に基づいて、「浅い感性」と基剤物性情報である物性値との相関関係
を推定する。このように、感性の階層構造を推定することにより、「浅い感性」を決定す
ることができる。
【００５０】
　これにより、「浅い感性」と「基剤物性値」とを関係付けることが可能となるため、処
方開発に活用するし易くなり、例えばアンケートを行う際にもアンケート項目を削減する
ことができ、感度の良いアンケートを提案することができる。なお、感性推測手段１６に
おける感性推測手法については、後述する。
【００５１】
　感性評価手段１７は、感性推測手段１６により得られる感性推測結果を予め設定された
評価指標に対応させて感性を総合的に評価する。なお、感性評価手段１７は、評価結果と
して、例えば「この化粧品が好き／嫌い」、「使用性が良好／不良」等のように、予め設
定された複数の総合評価項目の指標の中から何れかを選択させる場合であってもよく、ま
た「好感度９５％」、「好感度レベル８（１０段階評価）」等のように予め設定された指
標に基づき数値化した結果であってもよい。
【００５２】
　画面生成手段１８は、本実施形態における感性推測装置１０の各機能構成で実行するた
めに必要なデータの入力や、実行結果の出力、エラー時の通知等の各種画面を生成し、生
成した画面をディスプレイ等の出力手段１２に出力する。具体的には、画面生成手段１８
は、嗜好特性パターン抽出手段１４により得られる嗜好特性パターンの内容、階層構造推
定手段１５により得られる推定結果、感性推測手段１６により得られる感性推測結果、及
び感性評価手段１７により得られる感性評価結果等のうち、少なくとも１つを出力手段１
２に表示するための画面を生成する。
【００５３】
　送受信手段１９は、通信ネットワーク等により接続された外部装置等から本実施形態に
おける完成推測処理に必要な各種データを入力したり、感性推測装置１０により実行され
た各種実行結果を外部装置に出力することができる。
【００５４】
　制御手段１８は、感性推測装置１０の各構成部全体の制御を行う。具体的には、制御手
段１８は、例えばユーザ等による入力手段１１からの各種指示情報等に基づいて、嗜好特
性パターン抽出処理や階層構造推定処理、感性推測処理、感性評価処理、画面生成処理、
送受信処理等の各制御を行う。
【００５５】
　＜感性推測装置１０：ハードウェア構成＞
　ここで、上述した感性推測装置１０においては、各機能をコンピュータに実行させるこ
とができる実行プログラム（感性推測プログラム）を生成し、例えば汎用のパーソナルコ
ンピュータ、サーバ等にその実行プログラムをインストールすることにより、本発明にお
ける感性推測処理等を実現することができる。ここで、本実施形態における感性推測処理
が実現可能なコンピュータのハードウェア構成例について図を用いて説明する。
【００５６】
　図２は、本実施形態における感性推測処理が実現可能なハードウェア構成の一例を示す
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図である。図２におけるコンピュータ本体には、入力装置３１と、出力装置３２と、ドラ
イブ装置３３と、補助記憶装置３４と、メモリ装置３５と、各種制御を行うＣＰＵ（Ｃｅ
ｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）３６と、ネットワーク接続装置３７とを
有するよう構成されており、これらはシステムバスＢで相互に接続されている。
【００５７】
　入力装置３１は、ユーザ等が操作するキーボード及びマウス等のポインティングデバイ
スを有しており、ユーザ等からのプログラムの実行等、各種操作信号を入力する。また、
入力装置３１は、ネットワーク接続装置３７等に接続された外部装置から通信ネットワー
クを介して得られる、外部装置等で既に測定された基剤物性情報やニューラルネットワー
クで使用する学習データ等の各種データを入力することもできる。
【００５８】
　出力装置３２は、本発明における処理を行うためのコンピュータ本体を操作するのに必
要な各種ウィンドウやデータ等を表示するディスプレイを有し、ＣＰＵ３６が有する制御
プログラムによりプログラムの実行経過や結果等を表示することができる。また、出力装
置３２は、上述の処理結果等を紙等の印刷媒体に印刷して、ユーザ等に提示することがで
きる。
【００５９】
　ここで、本発明においてコンピュータ本体にインストールされる実行プログラムは、例
えば、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）メモリやＣＤ－ＲＯＭ、Ｄ
ＶＤ等の可搬型の記録媒体３８等により提供される。プログラムを記録した記録媒体３８
は、ドライブ装置３３にセット可能であり、記録媒体３８に含まれる実行プログラムが、
記録媒体３８からドライブ装置３３を介して補助記憶装置３４にインストールされる。
【００６０】
　補助記憶装置３４は、ハードディスク等のストレージ手段であり、本発明における実行
プログラムや、コンピュータに設けられた制御プログラム等を蓄積し必要に応じて入出力
を行うことができる。
【００６１】
　メモリ装置３５は、ＣＰＵ３６により補助記憶装置３４から読み出された実行プログラ
ム等を格納する。なお、メモリ装置３５は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
）やＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等からなる。
【００６２】
　ＣＰＵ３６は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の制御プログラム、及び
メモリ装置３５に格納されている実行プログラムに基づいて、各種演算や各ハードウェア
構成部とのデータの入出力等、コンピュータ全体の処理を制御して各処理を実現すること
ができる。なお、プログラムの実行中に必要な各種情報等は、補助記憶装置３４から取得
することができ、また実行結果等を格納することもできる。
【００６３】
　ネットワーク接続装置３７は、通信ネットワーク等と接続することにより、実行プログ
ラムを通信ネットワークに接続されている他の端末等から取得したり、プログラムを実行
することで得られた実行結果又は本発明における実行プログラム自体を他の端末等に提供
することができる。
【００６４】
　また、ネットワーク接続装置３７は、通信ネットワークに接続された外部装置により既
に測定された基剤物性値や学習されたニューラルネットワーク等で用いられる各種データ
を取得することもできる。
【００６５】
　上述したようなハードウェア構成により、本発明における感性推測処理を実行すること
ができる。また、プログラムをインストールすることにより、汎用のパーソナルコンピュ
ータ等で本発明における感性推測処理を容易に実現することができる。
【００６６】
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　＜感性推測処理手順＞
　次に、本実施形態における感性推測処理手順について説明する。図３は、本実施形態に
おける感性評価対象物塗布後の感性推測処理手順の一例を示すフローチャートである。な
お、以下の説明では、感性評価対象物の一例として化粧品を用いることとするが、本発明
においてはこれに限定されるものではない。
【００６７】
　図３に示す感性推測処理手順は、まず感性を推定する化粧品に対する複数のユーザの感
性評価情報を入力し（Ｓ０１）、入力された感性評価情報から嗜好特性パターンを抽出す
る（Ｓ０２）。また、化粧品をユーザに塗布した場合に得られる予め設定された感性項目
と、総合的な評価結果との関係を複数の階層により階層化し、感性に対して階層構造を推
定する（Ｓ０３）。
【００６８】
　また、基剤物性情報を入力する(Ｓ０４)。なお、基剤物性情報は、蓄積手段１３等に既
に蓄積されている基剤物性情報から感性推測に必要な情報のみを読み出して用いてもよい
。
【００６９】
　次に、Ｓ０３の処理において推定された階層構造を用いて、Ｓ０４の処理により得られ
る基剤物性情報に対する感性を推測し（Ｓ０５）、推測された結果に基づいて感性を評価
する（Ｓ０６）。
【００７０】
　次に、上述までの各処理により得られる結果（推定・評価結果）をディスプレイ等の出
力手段１２等に表示するための画面を生成し（Ｓ０７）、生成した画面を出力する（Ｓ０
８）。
【００７１】
　ここで、感性推測処理を終了するか否かを判断し（Ｓ０９）、終了しない場合（Ｓ０９
において、ＮＯ）、Ｓ０１に戻り、他の感性評価情報や基剤物性情報等を入力して後続の
処理を行う。また、Ｓ０９の処理において、ユーザ等からの終了指示等に基づき、処理を
終了する場合（Ｓ０９において、ＹＥＳ）、感性推測処理を終了する。なお、上述の処理
においては、Ｓ０１～Ｓ０３の処理とＳ０４の処理の順序を入れ替えてもよい。
【００７２】
　上述した処理手順により、ユーザの感性を高精度且つ効率的に推測することができる。
したがって、製品開発時に研究者の経験や勘に頼っていたユーザ等に期待する感性が推測
可能となる。また、消費者アンケートを行わずに使用性が推測することが可能となるため
効率的に感性推測を行うことができ、その結果を用いることで最終的な商品開発の時間を
短縮させることができる。また、嗜好特性別にユーザを分類でき、ターゲット層の嗜好特
性がわかる。更に、設計が難しかった「深い感性」を満足する化粧品の使用性が、基剤物
性を指標として設計可能となる。
【００７３】
　＜本実施形態を用いた感性推測の具体例＞
　次に、上述した本実施形態を用いた感性推測の具体例について図を用いて説明する。図
４は、本実施形態における感性推測処理の概要を説明するための図である。本実施形態で
は、例えばユーザを嗜好特性パターン別に分類したグループ毎に図４に示すような基剤物
性と感性との関係性を体系化する。
【００７４】
　例えば、図４では、一例として「基剤物性」、「浅い感性」、「深い感性」、及び「総
合評価」の４つの項目における関係性を示している。つまり、本実施形態では、１つの階
層からなる基剤物性に対して複数の階層からなる感性項目（図４の例では、「浅い感性」
及び「深い感性」）を用いてそれぞれの関係性を推定し、最終的に総合評価を行う。
【００７５】
　なお、「基剤物性」としては、例えば「粘度」、「接触角」等の静的特性や、「転がり
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摩擦」、「表面摩擦」等の動的特性等であり、「浅い感性」としては、「さっぱり感」、
「しっとり感」、「べたつき感」、「つるつる感」等であり、「深い感性」としては、「
浸透感」、「はり感」等であり、「総合評価」としては、「この化粧品が好き！」等であ
る。また、図４における丸印（「〇」）は、各項目間における中間ノードを示している。
【００７６】
　このように、上述した各項目間を関連付けることで、処方開発者の経験や勘に頼ってい
たユーザに期待する使用性、効果実感等の感性を高精度且つ効率的に推測することが可能
となる。
【００７７】
　なお、それぞれの各項目における具体的な内容については、上述した内容に限定される
ものではない。また、上述したような複数の要素が複雑化した感性に対する関連性を用い
た推測手法としては、例えばニューラルネットワーク解析手法等を用いることができる。
【００７８】
　＜本実施形態に用いられるニューラルネットワーク＞
　ここで、本実施形態に用いられるニューラルネットワークについて説明する。ニューラ
ルネットワークは、複雑な関係性を有する入力と出力の相関関係を解明することができる
ツールである。また、本実施形態において適用可能なニューラルネットワークの種類とし
ては、例えば各素子の結合として階層型ニューラルネットワーク等があり、学習方法とし
ては、バックプロバケーション等がある。
【００７９】
　また、ニューラルネットワークは、「学習能力」及び「非線形性」という２つの大きな
特徴を有している。「学習能力」としては、入力と出力の相関関係を表すネットワークパ
ターンを自動形成することができる。例えば、相関関係が分かっている入力と出力を予め
用意し、入力から出力が算出されるように重みを自動的に修正しネットワークパターンを
形成する。また、このネットワークパターンに対して、本実施形態における１又は複数の
基剤物性値を入力データとして入力することで、感性評価を推測する。
【００８０】
　また、ニューラルネットワークは、「非線形性」であるため、データ分布等における前
提条件が必要なく（線形の場合では、ガウス分布等のデータ分布が必要）、学習により定
式化が困難な関係でも対応可能（線形の場合では、物理式で表現されなければならない）
である。したがって、物理モデルがない感性の解析には、ニューラルネットワークの手法
が有効である。
【００８１】
　ここで、図５は、本実施形態における感性評価に必要な観点を説明するための図である
。本実施形態では、図５（ａ）に示すように処方の物性値（粘度・摩擦等）に基づいて、
嗜好特性別にユーザ分類を行って嗜好特性パターンを抽出し（図５（ａ）－（１））、感
性の階層構造を推定し（図５（ａ）－（２））、それらの結果を踏まえて感性の推測（評
価）を行う（図５（ａ）－（３））。
【００８２】
　具体的には、図５（ｂ）に示すように、所定の基剤物性値を含む化粧品をユーザの肌等
の皮膚表面に塗布し、その結果を複数の分類分けされたユーザ毎に（図５（ｂ）－（１）
）、浅い感性及び深い感性を階層的に推定し（図５（ｂ）－（２））、その結果から感性
推測を行う。
【００８３】
　なお、本実施形態では、上述した図５（ａ），（ｂ）において、（１）では嗜好特性別
のユーザ分類（嗜好特性パターン抽出）手法、（２）では感性の階層構造化手法、（３）
では物性値から感性を推測する手法に対してそれぞれ上述したニューラルネットワークを
用いて、上述した図４に示すような関連付けを行う。
【００８４】
　＜嗜好特性パターン抽出手段１４における嗜好特性パターン抽出手法＞
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　次に、上述した嗜好特性パターン抽出手段１４における嗜好特性パターン抽出手法につ
いて説明する。本実施形態では、一般消費者であるユーザが使用感の微差がわかる人や使
用感の微差が感じない人、使用感に対してしっとりを好む人やさっぱりを好む人、浸透感
に対してうるおいが必要である人やさっぱり感が必要である人等、感性に対する嗜好や感
度に個人差があり、解析精度の向上のため、感性の個人差（嗜好特性）に応じたグループ
分類を実施する。
【００８５】
　具体的には、嗜好特性パターン抽出手段１４により予め設定される嗜好特性パターン別
にグループ分類が行われる。例えば、予め設定された感性の階層構造別に分類分けする場
合には、「浅い感性」として「しっとり」及び「とろみ」と感じ、「深い感性」として「
浸透感」と感じたユーザを１つのグループとして分類分けを行う。また、例えば、総合嗜
好に寄与する感性パターン別で分類分けする場合には、「浅い感性」として「しっとり」
及び「とろみ」と感じ、総合嗜好として「好きかどうか？」と感じたユーザを１つのグル
ープとして分類分けを行う。
【００８６】
　このように、本実施形態では、例えば「浅い感性」と「深い感性」の階層構造別にユー
ザを分類したり、感性評価と総合評価の関連性別にユーザを分類することで、嗜好特性パ
ターンを抽出する。なお、感性は非線形であるため、本実施形態では例えば階層型ニュー
ラルネットワーク等を用いた手法を用いる。
【００８７】
　＜嗜好特性パターン抽出に用いるニューラルネットワークの学習法＞
　ここで、本実施形態の嗜好特性パターン抽出に用いるニューラルネットワークの学習法
について、具体的に説明する。
【００８８】
　通常、ニューラルネットワークの学習時には（学習誤差の２乗和）が最小となるように
重みパラメータを調整する。なお、学習誤差とは、例えばニューラルネットワークによる
推定値と教師値（教師データ）との差を意味する。
【００８９】
　上述した従来法では、本来、出力ノードに対して影響を与えない入力ノードさえも利用
して学習誤差の２乗和を最小するように重みパラメータを調整してしまう可能性がある。
その結果、例えば、重みパラメータをグラフィカルなネットワーク構造で表現すると、値
の大小が線の太さで表現された場合にネットワーク構造が複雑となり、各入力ノードが出
力ノードに与える影響の解釈が困難となる。つまり、入力ノードと出力ノード間の相関関
係を見出すことを目的とする場合には、従来法は適さない場合がある。
【００９０】
　一方、本実施形態におけるスケルトン学習法を用いることにより、学習時に、「（学習
誤差の２乗和）＋（ネットワーク構造の複雑さ）」が最小となるように重みパラメータを
調整することで、ネットワーク構造をシンプルにすることができる。
【００９１】
　スケルトン学習法を用いることで、シンプルなネットワーク構造で表現することができ
、各入力ノードが出力ノードに与える影響の方向や出力ノードに与える影響度の大きい入
力ノードを理解しやすくなる。これは、シンプルなネットワーク構造の場合でも、その相
関関係パターンにマッチする学習データの学習精度は高い結果となる。ここで、学習精度
が低いデータは、当該相関関係パターン以外のパターンで表現されるべきデータと捉え、
設定した学習閾値を境に、学習データを、パターンにマッチするデータ群（データグルー
プ）、マッチしないデータ群に分けることができる。
【００９２】
　＜スケルトン学習法を用いた複数のデータ群への分類手法＞
　ここで、スケルトン学習法を用いた複数のデータ群への分類手法の一例について説明す
る。上記分類手法としては、例えば、ニューラルネットワークにおける偏差総和の評価関
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数（Σ（Ｘｉ－Ｘｉ＊）２、Ｘｉは教師値、Ｘｉ＊はニューラルネットワークの推測値）
に、結合分散度（Ｃ・ΣＷｊｋ、Ｃは結合分散度重み係数、Ｗｊｋはノードｊからノード
ｋへの重みパラメータ値）を加えたスケルトン学習の評価関数Ｅ＝Σ（Ｘｉ－Ｘｉ＊）Σ

＋Ｃ・ΣＷｊｋを用い、互いに共通の複数の入力ノードとなる因子及び当該因子から導出
されて教師値となる結果を有する多数のデータに対して、上記評価関数Ｅにおける結合分
散度重み係数Ｃに、「０＜Ｃ＜１」の範囲の値を設定して、上記スケルトン学習を行う。
【００９３】
　次に、上述した学習工程で得られた上記推測値に対して設定誤差範囲内に納まる上記教
師値を有するデータ群と、上記設定誤差範囲から外れる上記教師値のデータ群とに仕分け
する。次に、この仕分け工程において仕分けされた上記設定誤差範囲から外れる上記教師
値のデータ群に対して、再度上記評価関数Ｅにおける結合分散度重み係数Ｃに「０＜Ｃ＜
１」の範囲の値を設定して、上記スケルトン学習を行う工程を繰り返すことにより、上記
因子の結果との間に共通のパターンを有する複数のデータ群に分類する。
【００９４】
　なお、上述した仕分け工程において分類された上記設定誤差範囲外の上記教師値を有す
るデータ群に対して、再度上記評価関数Ｅにおける結合分散度重み係数Ｃに「０＜Ｃ＜１
」の範囲の値を設定して、上記スケルトン学習を行う学習工程を、全ての上記教師値が当
該学習工程における設定誤差範囲内に納まるまで繰り返してもよい。
【００９５】
　つまり、上述した手法では、従来のニューラルネットワークにおける偏差総和の評価関
数に対し、更に結合分散度を加えた評価関数Ｅ＝Σ（Ｘｉ－Ｘｉ＊）２＋Ｃ・ΣＷｊｋを
用い、まず全てのデータに対して、「０＜Ｃ＜１」の範囲の値を設定してスケルトン学習
を行っている。これを換言すれば、上記スケルトン学習においては、上記偏差総和よりも
結合分散度を小さくすることを重視した最適化処理を行っている。この結果、ニューラル
ネットにおけるノード間の弱い結合を消失させ、より強い結合のみを残すことができる。
【００９６】
　他方で、上記スケルトン学習によれば、結合分散度を小さくしてニューラルネット構造
をシンプルにすることを重視することから、逆に偏差総和は大きな値となる。このため、
教師値との差が大きい（すなわち、精度の悪い）推測値となるデータが多く存在すること
になる。
【００９７】
　そこで、各学習において、得られた推測値に対して設定誤差範囲内に納まる教師値を有
するデータ群と、上記設定誤差範囲から外れる教師値のデータ群とに仕分けし、更に上記
設定誤差範囲から外れる教師値にデータ群に対して、再度上記スケルトン学習を繰り返し
て、上記データ群を複数に分類することにより、各々の分類されたデータ群において消失
したノード間の結合状態に基づいて、各々のデータ群が有する特異な入力ノード（因子）
と教師値（結果）との関係パターンを取得することができ、共通のパターンを有する複数
のグループに分類して評価を行うことができる。
【００９８】
　ここで、アンケートに回答したモニターについても全員が同一嗜好パターンを有すると
は限らないため、上述した手法をアンケート解析に適用することで、複数の嗜好パターン
を抽出し、嗜好パターン毎に消費者の感性分析を行うことが可能となる。これにより、例
えば、商品開発過程において、これまで消費者の嗜好は１つとして扱っていた従来方法と
比較すると、分析が精密となり、推測精度を向上することができる。
【００９９】
　ここで、図６は、本実施形態における階層型ニューラルネットワークを用いた関連付け
手法を説明するための図である。また、図７は、本実施形態における分類分けについて具
体的に説明するための図である。
【０１００】
　なお、図６（ａ）は、入力ノードとして塗布直後の１８項目（感性項目）を示し、図６
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（ｂ）は、図６（ａ）に示す入力ノードを用いたニューラルネットワークにより総合評価
が得られるまでを示している。つまり、図６（ｂ）は、塗布時の感性項目と総合評価結果
との関係を示すものである。
【０１０１】
　図６（ａ）に示すように、塗布時の感性項目として、例えば、「（１）化粧水の色が好
き：視覚」、「（２）化粧水の香りが好き：嗅覚」、「（３）化粧水の香りが強い：嗅覚
」、「（４）化粧水がひんやりしている」、「（５）化粧水にとろみがある」、「（６）
化粧水がまろやか」、「（７）化粧水にコクがある」、「（８）化粧水がぬめる」、「（
９）化粧水がみずみずしい」、「（９）化粧水がなめらか」、「（１０）化粧水がみずみ
ずしい」、「（１１）化粧水がやわらかくなる」、「（１２）化粧水が肌によく広がる」
、「（１３）肌によく浸透する」、「（１４）肌によくなじむ」、「（１５）肌によくし
みこむ」、「（１６）化粧水がさっぱりしている」、「（１７）化粧水がしっとりしてい
る」、「（１８）化粧水がべたつく」等である。なお、本発明については、上述した１８
項目の内容についてはこれに限定されるものではなく、項目数もこれに限定されるもので
はない。
【０１０２】
　また、図６（ｂ）に示すように、本実施形態におけるニューラルネットワークを用いた
学習作業としては、まずニューラルネットワークでテスト結果を学習し（図６（ｂ）－（
１））、次に、学習データをトレースする（図６（ｂ）－（２））。ここで、例えば推定
誤差が所定の値（例えば、±５％等）を境に、ケースデータを分離する（図６（ｂ）－（
３））。次に、分離後のそれぞれのケースデータを用いて、上述した図６（ｂ）－（１）
の処理を行うことで学習を行う。
【０１０３】
　また、例えば図７（ａ）に示すように、上述したような処理により得られる学習データ
の各データケースのうち、嗜好Ａ～Ｃの３つの学習データケースがある場合には、最も大
きい嗜好Ａのケースを抽出する。また、学習データのうち、予め設定される「パターンに
のるケース」であるか、又は「パターンにのらないケース」であるかによりグループ分け
を行う。
【０１０４】
　なお、上述したパターンとは、例えばＸｎを計測値として、「Ｙ＝ａ１＊Ｘ１＋ａ２＊
Ｘ２＋ａ３＊Ｘ３＋・・・ａｎ＊Ｘｎ」（係数：ａｎが同じ値で表せること）の関係が成
立することを示している。具体的に説明すると、上述した関数「Ｙ＝ａ１＊Ｘ１＋ａ２＊
Ｘ２＋ａ３＊Ｘ３＋・・・ａｎ＊Ｘｎ（Ｘｉが入力値、Ｙが出力値）」において、関数の
形は同じ（ニューラルネットワークの構造は同じ）であっても、係数ａｉの組合せが異な
れば、同じＸｉのセットを与えても出力値Ｙは異なる値となる。つまり、係数ａｉの組合
せが同じものを同一パターンとし、組合せが異なるものを異なるパターンとして扱う。
【０１０５】
　上述したような分類分けを、図７（ｂ）に示すように全パネルに対してそれぞれのパタ
ーン（例えば、パターンＡ，パターンＢ，パターンＣ等）で行うことにより、分類分けを
行う（例えばＧｒｏｕｐ１，Ｇｒｏｕｐ２等）。このように、ユーザの分類分けを行うこ
とにより、総合評価に影響を与える入力の感性評価の個人差を抽出することができる。な
お、図６等に示されるような本実施形態における内容は、画面生成手段１８等により画面
が生成され、出力手段１２等により表示される。
【０１０６】
　ここで、図８は、分類分けされた結果の一例を示す図である。また、図９は、図８に示
す分類結果を表にしたものである。図８に示す例では、複数のユーザを１２グループに分
類分けされた結果（Ｇｒｏｕｐ＿１～１２）を示している。なお、図８には、先頭及び各
経路で分岐された地点（Ｂｒａｎｃｈ＿１～１５）における学習データのケース数（アン
ケート数）と、最終的にグループ化された地点（Ｇｒｏｕｐ＿１～１２）における各グル
ープに該当するデータのケース数（アンケート数）とを示している（合計１８５０）。
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【０１０７】
　また、図９では、図８に対応させてグループ化されたグループ番号に対するケースデー
タ数とその割合が示されている。なお、図８，９等に示されるような本実施形態における
分類分けされた結果は、画面生成手段１８等により画面が生成され、出力手段１２等によ
り表示される。
【０１０８】
　本実施形態では、上述した処理を行うことで、例えば図９に示すように、合計１８４２
の学習ケースを嗜好特性別に１２グループに分類することができる。なお、図９の「ｏｕ
ｔ　ｏｆ　Ｇｒｏｕｐ」の８とは、何れのグループにも属さないケースが８個あったこと
を意味している。
【０１０９】
　本実施形態では、図９に示すように、グループ番号１，６，９，１１，１２の５つのグ
ループで全ケースの約８割を占めるグルーピングを行うことができ、その他、予め設定さ
れた割合未満（図９の例では、２％未満）のグループを除いて、合計８個のグループ化を
行うことができる。
【０１１０】
　＜階層構造推定手段１５における階層構造推定手法＞
　次に、上述した階層構造推定手段１５における階層構造推定手法について具体的に説明
する。図１０は、本実施形態における階層構造推定手法を説明するための図である。
【０１１１】
　本実施形態では、１つの「深い感性」に対する感じ方に個人差があり「浅い感性」と「
深い感性」との解明が必要であったため、上述したようにユーザの嗜好特性別に感性の階
層構造を推定し、「浅い感性」と「深い感性」との関連性を明確化する。
【０１１２】
　具体的には、感性の階層構造を解明するため、一例として上述した「浅い感性」から「
浸透感」を予測するモデルの検討を行う。その一例として、本実施形態では「浸透感」に
影響の高い感性評価を抽出する。具体的には、例えば階層構造の例では、「浅い感性」の
「しっとり」及び「とろみ」から深い感性である「浸透感」を抽出する場合や、「浅い感
性」である「さっぱり」及び「ひんやり」の深い感性である「浸透感」を抽出する場合に
感性評価を高くする。
【０１１３】
　つまり、図１０に示すようにニューラルネットワークにより、浸透感以外の感性評価点
を獲ている情報を入力して浸透感に関する感性評価点を抽出する。すなわち、「浸透感」
に影響の高い感性評価を抽出する。なお、感性評価における影響度の解析手法としては、
例えばウエイトパラメータ解析手法や感度解析手法等を用いることができる。
【０１１４】
　ここで、ウエイトパラメータ解析手法とは、例えば個々の入力ノードを出発点として出
力ノードに到達するためのルート（ノード間のアローの組合せ）は、通常、複数存在する
が、その各ノード間の経路（アロー）上にウエイトパラメータ値（Ｐｉｊ）を設定し、学
習の結果、得られたウエイトパラメータ値を用いて、入力ノードから出力ノードに至る全
てのアロー上のウエイトパラメータ値を乗じ、その値の大小により各入力ノードの出力ノ
ードに対する影響度の大小を比較する解析手法である。
【０１１５】
　また、感度解析手法とは、複数ある入力ノードの中の特定の入力ノードの値を最小値か
ら最大値まで変化（他の入力ノードの値は固定）させ、出力ノードの値がどの程度変わる
か、及び、どのように変わるかを調べることで、その入力ノード値の出力ノードに対する
感度を解析する手法である。
【０１１６】
　ここで、図１１は、解析結果の一例を示す図である。なお、図１１の例では、上述した
Ｇｒｏｕｐ１に対して、スケルトン学習法で得られたニューラルネットワークから、出力
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ノードに対する入力ノードの影響度をウエイトパラメータ解析及び感度解析で解析した結
果を示している。
【０１１７】
　図１１では、上述した各手法における上位５位の評価結果を示しており、ウエイトパラ
メータ解析では、１位が「とろみがある」、２位が「ひんやりしている」、３位が「色が
好き」、４位が「まろやか」、５位が「しっとりしている」となっており、感度解析では
、１位が「香りが好き」、２位が「みずみずしい」、３位が「べたつく」、４位が「しっ
とりしている」、５位が「ひんやりしている」となっている。
【０１１８】
　また、図１１に示す各手法における上位５位の評価結果のうち、太文字で示されている
部分は、感性評価点が上がると総合評価が下がる。
【０１１９】
　なお、この場合、例えば、上述の図９に示される分類分けされた１２グループのうち、
総合評価に対する嗜好特性により分類した人数の多い上位２グループで解析を行う。図１
２は、上位２グループにおける浸透感に影響する感性項目の一例を示している。なお、図
１２では、ウエイトパラメータ解析を用いたＧｒｏｕｐ１とＧｒｏｕｐ６の２つグループ
について、予め設定された各感性評価項目に対する度数が示されている。なお、図１２に
示す各感性評価項目に対する度数において、プラスは好ましい数値を示し、マイナスは好
ましくない数値を示し、０は影響しないことを示している。
【０１２０】
　図１２に示すように、グループにより浸透感に影響する感性評価項目が異なっている。
具体的に説明すると、例えば、Ｇｒｏｕｐ１では、「肌によくしみこむ」かどうかや、「
化粧水がさっぱりしてない」かどうか等により浸透感を判断している。一方、Ｇｒｏｕｐ
６では、「化粧水にコクがない」かどうかや「化粧水がひんやりしていない」かどうか、
「肌によくなじむ」かどうか、等により浸透感を判断していることがわかる。
【０１２１】
　つまり、本実施形態では、上述したウエイトパラメータ解析等により得られた結果から
、各グループの特徴差を示すことができる。したがって、図１２に示すように、分類され
た各グループに対して影響度の解析をすることにより、各グループの嗜好特性を把握する
ことができる。また、本実施形態では、この嗜好特性の違いをグループ分類に適用するこ
とができる。
【０１２２】
　＜感性推測手段１６における感性推測手法＞
　次に、本実施形態における感性推測手段１６における感性推測手法について、具体的に
説明する。感性推測手段１６では、例えば「基剤物性値」と「浅い感性」との関連性（相
関関係）を見つけるべく、感性は非線形であるため、本実施形態ではニューラルネットワ
ークを用いて感性推測を行う。
【０１２３】
　図１３は、基剤物性と浅い感性との相関関係を説明するための図である。図１３に示す
ように、本実施形態では、分類分けされたグループ毎（例えば、図１３ではＧｒｏｕｐ１
）に対して「（仕上がり後の平均値）転がり摩擦」、「（乾き際のピーク値）転がり摩擦
」、「（仕上がり後の平均値）摩擦係数」、「（乾き際のピーク値）摩擦係数」、「（塗
布直後の平均値）摩擦係数」、・・・、「粘度」等の基剤物性値からニューラルネットワ
ークを用いて浅い感性である「さっぱり」の関係性を抽出する。
【０１２４】
　ここで、図１４は、基剤物性値と感性評価値との関係の一例を示す図である。なお、図
１４の例では、入力ノードを基剤物性値とし、出力ノードを感性評価値として、基剤物性
値と感性評価値の関係を学習させた例を示している。また、図１４（ａ）の構造は嗜好特
性Ｇｒｏｕｐ１の例を示し、図１４（ｂ）の構造は、嗜好特性Ｇｒｏｕｐ６の例を示して
いる。
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【０１２５】
　また、図１４（ａ），（ｂ）の出力ノードにおいて、Ａは粘度（ｍＰａ・ｓ）、Ｂは表
面張力（ｍＮ／ｍ）、Ｃは摩擦係数（Ｃ１：塗布直後の平均値，Ｃ２：乾き際のピーク値
，Ｃ３：仕上がり後の平均値）、Ｄは転がり摩擦（Ｄ１：乾き際のピーク値，Ｄ２：仕上
がり後の平均値）を示している。
【０１２６】
　図１４（ａ），（ｂ）において、各ノード間の経路（アロー）の太さが重みパラメータ
の数値の大小を示している。また、実線が正の重みパラメータ値、点線が負の重みパラメ
ータ値であることを示している。図１４に示すようなグラフィック表示により、どの入力
ノード項目が出力ノード項目に、どのように（プラス側／マイナス側に作用）影響を与え
ているかを視覚的に把握することができる。なお、このような画面は、上述した画面生成
手段１８により生成され、出力手段１２により出力される。
【０１２７】
　これにより、基剤物性と浅い感性との関係を推測することができ、これらの推測結果を
用いて基剤物性情報からユーザの感性を高精度且つ効率的に推測することができる。
【０１２８】
　＜画面例＞
　ここで、本実施形態における画面生成手段１８により生成される画面例について、図を
用いて説明する。図１５は、本実施形態における生成画面の一例を示す図である。本実施
形態における画面生成手段１８では、例えば、嗜好特性パターン抽出手段１４により抽出
された内容、階層構造推定手段１５により得られる推定結果、及び感性推測手段１６によ
り得られる感性推測結果のうち、少なくとも１つを表示手段に表示するための画面を生成
する。
【０１２９】
　図１５に示す画面４０では、成分Ａ～Ｘを入力する第１の入力領域４１－１と、物性Ａ
～Ｘの物性予測値を入力する第２の入力領域４１－２とを有しており、各入力領域に感性
推測を行う感性評価対象物に対する所定の数値等のデータを入力し、上述した感性推測処
理を実行することで、例えば画面４０に感性Ａ～Ｎの感性推測結果や、総合評価予測結果
等を数値や文字等で表示することができる。なお、図１５に示す画面４０は、一例であり
、レイアウトや画面生成される項目については、本発明においてはこれに限定されるもの
ではない。
【０１３０】
　また、画面生成手段１８により生成される画面についても、本発明においてはこれに限
定されるものではなく、例えば上述した図６，８，９，１２，１４等の画面も生成して出
力手段１２等により出力することができる。
【０１３１】
　上述したように、本実施形態によれば、基剤物性情報からユーザの感性を高精度且つ効
率的に推測することができる。これにより、製品開発時に研究者の経験や勘に頼っていた
ユーザ等に期待する感性が推測可能となる。また、消費者アンケートを行う必要がなく感
性を推測することが可能となるため、商品開発の時間を短縮させることができる。また、
嗜好特性別にユーザを分類できるため、目的とするターゲット層の嗜好特性を高精度に把
握することができる。更に、設計が難しかった「深い感性」を満足する化粧品の使用性を
、基剤物性を指標として設計することが可能となる。
【０１３２】
　なお、本願発明に適用可能な感性評価対象物とは、上述した化粧品や医薬品に限定され
ず、例えば飲食物や日用品、衣料品等、人間の５感（触覚、嗅覚、味覚、視覚、聴覚）で
取得可能な感性に対して評価可能な製品まで広く含む。なお、その場合には、上述したニ
ューラルネットワークは、各感性評価対象物に応じて学習データを選択して感性推測を行
う。
【０１３３】
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　上述したように本発明によれば、基剤物性情報からユーザの感性を高精度且つ効率的に
推測することができる。これにより、例えば、製品開発時に研究者の経験や勘に頼ってい
たユーザ等に期待する感性を本発明に基づいて高精度且つ効率的に推測することが可能と
なる。また、例えば消費者アンケートを行わずに使用性を推測することが可能となるため
商品開発の時間を短縮することができる。また、嗜好特性別にユーザを分類することで、
目的とするターゲット層の嗜好特性を高精度且つ効率的に把握することができる。更に、
設計が難しかった「深い感性」を満足する感性評価対象物の使用性が基剤物性を指標に設
計可能となる。
【０１３４】
　以上本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々
の変形、変更が可能である。
【符号の説明】
【０１３５】
　１０　感性推測装置
　１１　入力手段
　１２　出力手段
　１３　蓄積手段
　１４　嗜好特性パターン抽出手段
　１５　階層構造推定手段
　１６　感性推測手段
　１７　感性評価手段
　１８　画面生成手段
　１９　送受信手段
　２０　制御手段
　３１　入力装置
　３２　出力装置
　３３　ドライブ装置
　３４　補助記憶装置
　３５　メモリ装置
　３６　ＣＰＵ
　３７　ネットワーク接続装置
　３８　記録媒体
　４０　画面
　４１　入力領域



(19) JP 2012-123749 A 2012.6.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(20) JP 2012-123749 A 2012.6.28

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(21) JP 2012-123749 A 2012.6.28

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】



(22) JP 2012-123749 A 2012.6.28

【図１４】 【図１５】



(23) JP 2012-123749 A 2012.6.28

10

フロントページの続き

(72)発明者  寺本　裕美
            神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－１　株式会社資生堂リサーチセンター（金沢八景）内
(72)発明者  北村　尚美
            神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－１　株式会社資生堂リサーチセンター（金沢八景）内
(72)発明者  土岐　明史
            神奈川県横浜市神奈川区新浦島町一丁目１番地２５　テクノウェイブ１００ビル　千代田アドバン
            スト・ソリューションズ株式会社内
(72)発明者  久保田　幸治
            神奈川県横浜市神奈川区新浦島町一丁目１番地２５　テクノウェイブ１００ビル　千代田アドバン
            スト・ソリューションズ株式会社内
(72)発明者  塩原　新之介
            神奈川県横浜市神奈川区新浦島町一丁目１番地２５　テクノウェイブ１００ビル　千代田アドバン
            スト・ソリューションズ株式会社内


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

